
 

 

 

第１章    計画策定の趣旨について 

 

 

１ 計画策定の趣旨・背景 

近年、障がいのある人の高齢化や障がいの重度化が進む中で、障がい福祉サービス

のニーズはますます複雑化・多様化しており、全ての障がいのある人が、地域で安心

して生活できるまちづくりが求められています。また、「障害者基本法*」の理念にの

っとり、障がいの有無によって分け隔てられることなく社会参画と意思決定を行い、

障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながらともに支え合う共生

社会の実現が求められています。 

国においては、平成28年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

が施行され、社会的障壁の除去と合理的配慮*の提供を明記したほか、同時に施行され

た「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」においても、雇用の

分野における障がいを理由とする差別的取扱いを禁止する旨が規定されるなど、平成

26年１月に批准した「障害者の権利に関する条約」の着実な実現に向け各種法整備が

進められてきました。 

その後も、障がい者に係る法律・制度の改正が進められる中で、令和５年には「第

５次障害者基本計画」が策定され、共生社会の実現に向け、障がいの有無に関わらず、

全ての国民は等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重し、障がい

をもつ人が自らの決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加し、自らの能力を最大限

発揮し自己実現できるよう支援するとともに、社会への参加を制約している社会的な

障壁の除去することを基本理念とした取組が進められています。 

津島市（以下「本市」）では、「障がい者計画」や「障がい福祉計画」の策定を通じ

て、障がい福祉の推進を図り、平成30年度に「第４期津島市障がい者計画」を策定し、

令和３年度に「第６期津島市障がい福祉計画・第２期津島市障がい児福祉計画」を策

定し、各種の施策に取り組んでまいりました。これらの計画期間が令和５年度をもっ

て終了することから、計画の理念である「障がいのある人をはじめ誰もが地域でとも

に生き、ともに支え、ともに参画できる「共生社会」の実現」を念頭に、次期計画で

ある「第５期津島市障がい者計画・第７期津島市障がい福祉計画・第３期津島市障が

い児福祉計画」を策定し、本市における障がい者福祉施策を総合的・計画的に推進し

ていきます。  



 

２ 国の障がい者施策の流れ 

（１）障がい者計画にかかる動向  

障がい者施策は、昭和45（1970）年に「心身障害者対策基本法」によって、基本的

な法律が成立しました。その後、「国際障害者年」（昭和56（1981）年）等の国際的な

動きを経て、昭和57（1982）年に国内では障がい者施策に関して初めての本格的な長

期計画である「障害者対策に関する長期計画」を策定、平成5（1993）年にはその後継

計画として「障害者対策に関する新長期計画」が策定されるなど、障がい者施策の推

進が図られてきました。 

そうした中で、「心身障害者対策基本法」は平成５（1993）年に「障害者基本法」と

して、障がい者の自立と社会参加の促進、精神障がい者を障がい者の範囲に加えるな

ど大きく改正され、平成15（2003）年度には「障害者基本法」に基づき「障害者基本

計画」が策定されました。「障害者基本計画」は、平成24（2012）年度までの10年間を

計画期間として、障がいの有無に関わらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し合う

「共生社会」とすることが掲げられ、障がいのある方々が活動し、社会に参加する力

の向上を図るとともに、福祉サービスの整備やバリアフリー*化の推進など、自立に向

けた地域基盤の整備に取り組んできました。「障害者基本法」は平成16（2004）年に改

正され、各自治体における『障害者計画』の策定義務化等が規定されました。 

平成15（2003）年から、身体障がい、知的障がい児・者の福祉制度は、市町村がサ

ービス内容を決定する従来の「措置制度」に変わって、「支援費制度」が導入され、利

用者自らがサービスを選択できるようになりました。平成17（2005）年10月には、安

定した財源確保のもと、公平で利用者本位に立った支援制度を確立し、障がい者の地

域生活と就労を進め、自立を支援するための法律として、「障害者自立支援法」が成立

しました。これにより、『障害福祉計画』の策定も各自治体に義務づけられました。 

平成23（2011）年には、「障害者基本法」が防災・防犯、消費者としての障がい者の

保護を加えるなど一部修正される中、「障害者自立支援法」が廃止され、難病*等を障

がい者の定義に加えること、ケアホームのグループホーム*ヘの一元化、重度訪問介護

と地域移行支援の利用対象の拡大、「障害支援区分」への見直しなどを主な内容とした

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法*）」

が平成24（2012）年に新たに制定されました。 

また、平成30（2018）年には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（改正障害者総合支援法）」が施行さ 

れ、自立生活援助や就労定着支援、共生型サービスの創設等とともに、近年増加し 

ている医療的ケア児*への支援体制の整備等、障がい児支援のニーズの多様化へきめ 

細かな対応を図るため、『障害児福祉計画』の策定が各自治体に義務づけられました。  



 

 

 

（２）近年の障がい者に関するその他の法整備  

障がい者の人権や権利に関しては、虐待を受けた障がい者の保護や、養護者に対す

る支援の措置等を定めた「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律（障害者虐待防止法）」が平成24（2012）年に施行されました。また、差別の解

消を推進し、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現す

るため「障害を理由とする差別の解消に関する法律（障害者差別解消法）」が平成25

（2013）年に制定されるなど、関係する国内法の整備が進み、我が国では、平成26（2014）

年に障がい者の人権や基本的自由の享有を確保する障がい者に関する国際条約である

「障害者権利条約」を批准しました。その後、平成28（2016）年4月には、障害者差別

解消法が施行され、差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止（民間事業者

は努力義務）等が盛り込まれました。 

障がい者の雇用・就労に関しては、平成25（2013）年に、障がい者就労施設等が供

給する物品等に対する需要の増進を図るための「国等による障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法*）」が施行されました。

また、同年、雇用分野の障がい者差別を禁止するための措置等を定める「障害者の雇用

の促進等に関する法律の一部を改正する法律（障害者雇用促進法）」が改正されました。 

障がいの特性に応じた様々な法整備も進んでおり、平成27（2015）年に「難病の患

者に対する医療等に関する法律」が施行され、難病に関する医療や施策の基本的指針

が定められました。また、平成28（2016）年には「発達障害者支援法の一部を改正す

る法律（改正発達障害者支援法）」が成立し、発達障がい*の疑いがある場合の支援や、

乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援等、発達障がい者の支援の一層の充実を図

るため、法律の全般にわたって改正が行われました。 

平成30（2018）年に2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の

開催を契機とした共生社会等の実現を図るため「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律の一部を改正する法律（改正バリアフリー法）」が施行されました。

また、障がいのある人が、文化芸術を鑑賞・参加・創造できるための環境整備や、そ

のための支援を促進することを目的とした「障害者による文化芸術活動の推進に関す

る法律」が施行されました。 

そして、令和３（2021）年５月には、「障害者差別解消法」の施行後３年の見直しの

検討が行われ、「合理的配慮の不提供の禁止」において、民間事業者の努力義務が法的

義務になることなどを定める「改正障害者差別解消法」が施行されました。 

令和４（2022）年12月には、障害者総合支援法の改正案が可決され、障がい 

や難病をもつ方の地域生活や就労の支援を強化として、障がい者の多様な就労 

ニーズに応じた支援として「就労選択支援」が追加されました。  



 

３ 計画の位置付け 

（１）計画の性格  

「第５期津島市障がい者計画・第７期津島市障がい福祉計画・第３期津島市障がい

児福祉計画」（以下「本計画」）は、「障がい者計画」、「障がい福祉計画」、「障がい児福

祉計画」の３計画を一体的に策定したものです。「障がい者計画」は本市の障がい者施

策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、市民、関係機関・団体・事

業者、市が活動を行う際の指針となるものです。 

「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」は、障がい者福祉施策を円滑に実施するた

めに、障がい者（児）福祉の方向性をふまえたサービス量等の目標設定を行い、その

確保をするための方策を定める計画となります。 

 

（２）根拠法令  

障害者基本法による「障がい者計画」は、障がい福祉施策等の基本理念や基本的事

項を規定したものであるのに対し、障害者総合支援法による「障がい福祉計画」と児

童福祉法による「障がい児福祉計画」は、生活支援にかかわる各種福祉サービスの障

がい種別共通の給付等の事項を規定したものです。 

 

 障がい者計画 障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

内容 
障がい者施策の基本方針に
ついて定める計画 

障がい福祉サービス、相談
支援、地域生活支援事業の
提供体制の確保に関する計
画 

障害児通所支援及び障害児
相談支援の提供体制の確保
に関する計画 

根拠法 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

国 
（第５次）障害者基本計画 
（令和５（2023）年度 
～令和９（2027）年度） 

障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針 
（都道府県・市町村が参酌すべき基準を示す） 

愛知県 あいち障害者福祉プラン 2021-2026 

津島市 第５期津島市障がい者計画・第７期津島市障がい福祉計画・第３期津島市障がい児福祉計画 

 

  



 

 

 

【「障がい者計画」と「障がい福祉計画」と「障がい児福祉計画」の関係と施策体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」の改正のポイント】（令和５年） 

（１）指針見直しの主な事項 

① 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム*の構築 

③ 福祉施設から一般就労*への移行等 

④ 障がい児のサービス提供体制の計画的な構築 

⑤ 発達障がい者等支援の一層の充実 

⑥ 地域における相談支援体制の充実強化 

⑦ 障がい者等に対する虐待の防止 

⑧ 「地域共生社会*」の実現に向けた取組 

⑨ 障がい福祉サービスの質の確保 

⑩ 障がい福祉人材の確保・定着 

⑪ よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障がい（児）福祉計画の策定 

⑫ 障がい者による情報の取得利用・意思疎通の推進 

⑬ 障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 

⑭ その他：地方分権提案に対する対応 

 

 

  

障がい者計画 

障害者基本法に基づき、以下の各分野にわ

たって障がい者の日常生活や社会生活にかか

わる諸施策を総合的に支援する計画です。 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

「自立した生活の支援」にかかわる以下に

あげる諸事業等の具体的なサービス見込量等

を設定するものです。 

１．安全・安心な生活環境の整備 

２．情報アクセシビリティの向上及び 

意思疎通支援の充実 

３．防災、防犯等の推進 

４．差別の解消、権利擁護の推進及び 

虐待の防止 

５．自立した生活の支援・意思決定支援*

の推進 

６．保健・医療の推進 

７．行政等における配慮の充実 

８．雇用・就業、経済的自立の支援 

９．教育の振興 

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興 

11．国際社会での協力・連携の推進 

・訪問系サービス      

・日中活動系サービス  

・居住系サービス        

・相談支援  

・入所者地域生活移行  

・精神障がい者地域生活移行  

・一般就労移行  

・就労選択支援 

・地域生活支援事業 

---------------------------------- 

・障がい児通所支援 

・障がい児相談支援 



 

（３）関連計画  

本計画は、市の最上位計画である「第５次津島市総合計画」の障がい者福祉部門計

画として位置付けられます。本計画では、本市が策定した「津島市地域包括ケアビジ

ョン」、「津島市地域福祉えがおのまち計画」等の各種関連計画との整合・連携を図る

とともに、国及び県が策定した上位計画・関連計画も踏まえつつ、本市における障が

い者施策を総合的かつ計画的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【 国 】 

障害者基本計画 

 

障害福祉計画 

及び障害児福祉

計画に係る基本

指針 

【 愛知県 】 

第５次津島市総合計画 

津島市地域包括ケアビジョン 

・津島市子ども・子育て支援事業計画 

・津島市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

・その他関連計画 

第５期津島市障がい者計画・ 
第７期津島市障がい福祉計画・ 
第３期津島市障がい児福祉計画 

 
整合・連携 

整合 

整合 

あいち福祉保健

医療ビジョン

2026 

あいち障害者福

祉プラン

2021-2026 

津島市地域福祉えがおのまち計画 

 

 

整合・連携 



 

 

 

（４）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進  

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015年（平

成27年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

にて記載された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

ＳＤＧｓは17の目標と169のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」こと

を基本理念として掲げています。ＳＤＧｓの17の目標は、全世界に共通した普遍的な

課題であり、「誰一人取り残さない」という理念は、障がいをもつ人々を含めた本市に

住む全ての人々が、相互に尊重し支え合う「共生社会」を目指すという本プランの方

針にも当てはまるものです。 

そのため、障がい福祉施策を推進するに当たっては、ＳＤＧｓを意識して取り組む

ことで、社会における様々な主体と連携しながら、障がいのある人々の人格と個性が

尊重され、その最善の利益が実現される社会を目指します。 

  



４ 計画の期間 

今回策定する「第５期津島市障がい者計画」は、令和６（2024）年度から令和11（2029）

年度までの６年間を計画の期間とします。「第７期津島市障がい福祉計画・第３期津島

市障がい児福祉計画」は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間

を計画の期間とします。 

 

区分 

令和 

３年度 

(2021) 

令和 

４年度 

(2022) 

令和 

５年度 

(2023) 

令和 

６年度 

(2024) 

令和 

７年度 

(2025) 

令和 

８年度 

(2026) 

令和 

９年度 

(2027) 

令和 

10 年度 

(2028) 

令和 

11 年度 

(2029) 

障
が
い
者 

計
画 

         

障
が
い 

福
祉
計
画 

 
  

 
  

 
  

障
が
い
児 

福
祉
計
画 

      

 

  

  

 

 

５ 計画の策定体制 

（１）計画策定の体制  

障がい福祉に関する団体・障がい福祉サービス事業者・関係機関の代表者、及び学

識経験者等で組織する「津島市障がい者計画等策定委員会」を開催し、計画策定に関

して有益な意見を採り入れながら、計画を策定しました。 

 

（２）計画策定への市民参加  

本計画の策定にあたって、障がい者等のニーズや生活状況等を把握するため、障害

者手帳所持者及びそのご家族、関係団体へのヒアリング調査、パブリックコメントを

実施しました。 

 

第２期 第３期 次期計画 

第６期 第７期 次期計画 

第５期 第４期 


